
第
一
条 

（
名
称
）
本
会
は
貝
塚
市
立
南
小
学
校
Ｐ
・
Ｔ
・
Ａ
と
い
う
。 

第
二
条 

（
目
的
）
本
会
は
教
育
を
本
旨
と
す
る
民
主
団
体
と
し
て
活
動
し
、
家
庭
、

学
校
及
び
社
会
に
お
け
る
子
ど
も
の
幸
福
を
図
り
、
民
主
教
育
の
発
展
に

尽
力
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第
三
条 

（
会
員
）
本
会
会
員
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
次
の
者
と
す
る
。 

一
、 

学
校
に
在
籍
す
る
児
童
の
保
護
者
。 

二
、 

学
校
に
勤
務
す
る
学
校
長
及
び
教
職
員
。 

三
、 

校
区
内
に
居
住
し
、
本
会
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
者
。 

第
四
条 

（
役
員
）
本
会
に
は
次
の
役
員
を
置
く
。 

た
だ
し
、
役
員
は
他
の
役
員
を
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 
 

 

＊
会 

 

長 

一
名 

校
区
内
の
保
護
者
。 

 
 

 

＊
副 

会 

長 

三
名 

同 

右 
 

男
一
名
・
女
一
名 

 
 

 

＊
書 

 

記 

二
名 

校
区
内
の
保
護
者
一
名
・
教
職
員
一
名 

 
 

 

＊
会 

 

計 

二
名 

校
区
内
の
保
護
者
一
名
・
教
職
員
一
名 

 
 

 

＊
会
計
監
査 

二
名 

校
区
内
の
保
護
者 

男
女
各
一
名 

第
五
条 

（
役
員
任
期
）
役
員
は
四
月
一
日
よ
り
就
任
し
、
任
期
は
一
年
と
す
る
。

た
だ
し
、
引
き
続
き
二
期
以
上
同
一
人
が
同
じ
役
目
を
続
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
。 

第
六
条 

（
役
員
任
務
）
役
員
の
任
務
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

 
 

 

・
会
長
は
本
会
を
代
表
し
、
会
務
を
統
理
す
る
。 

 
 

 

・
副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
不
在
の
と
き
は
代
理
を
務
め
る
。 

 
 

 

・
書
記
は
諸
会
議
並
び
に
会
の
活
動
状
況
を
記
録
し
、
会
議
の
通
知
を
す
る
。 

 
 

 

・
会
計
は
総
会
で
決
定
し
た
予
算
に
基
づ
い
て
一
切
の
会
計
事
務
を
処
理
し
、

総
会
に
お
い
て
会
計
監
査
の
監
査
を
経
た
決
算
報
告
を
す
る
。 

第
七
条 

（
参
与
）
本
会
に
参
与
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 

参
与
は
本
会
の
相
談
に
応
ず
る
。 

第
八
条 

（
委
員
）
本
会
に
委
員
を
置
く
。 

 
 

 
 

委
員
は
四
つ
の
委
員
会
に
分
属
す
る
。
会
長
は
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
を
委
嘱

す
る
。
た
だ
し
、
地
区
に
よ
り
重
任
し
て
も
よ
い
。 

そ
の
中
よ
り
委
員
長
、
副
委
員
長
を
任
命
す
る
。 

第
九
条 

（
委
員
会
）
本
会
は
左
の
委
員
会
を
も
つ
。 

 
 

 
 

地
区
代
表
委
員
会 

 

学
級
委
員
会 

 
 

 
 

広
報
活
動
委
員
会 

 

会
員
活
動
委
員
会 

第
十
条 

（
委
員
会
任
務
）
委
員
会
の
任
務
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

 
 

 

＊
地
区
代
表
委
員
会
…
主
と
し
て
、
地
域
会
員
相
互
の
連
絡
と
親
睦
を
は
か

り
、
児
童
福
祉
に
関
す
る
仕
事
を
企
画
推
進
す
る
。 

 
 

 

＊
学
級
委
員
…
…
…
…
主
と
し
て
、
学
級
委
員
相
互
の
連
絡
と
親
睦
を
は
か

り
、
学
級
懇
談
会
等
の
内
容
を
企
画
・
運
営
す
る
。 

 
 

 

＊
広
報
活
動
委
員
会
…
主
と
し
て
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
諸
行
事
、
諸
活
動
の
情
宣
活

動
を
行
う
。 

 
 

 

＊
会
員
活
動
委
員
会
…
主
と
し
て
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
諸
行
事
、
諸
活
動
の
企
画
・

立
案
・
運
営
を
行
う
。 

第
十
一
条 

（
実
行
委
員
会
）
本
会
の
運
営
上
、
実
行
委
員
会
を
設
け
る
。
役
員
並 

び
に
各
委
員
会
の
正
副
委
員
長
、
家
庭
教
育
学
級
の
正
副
委
員
長
、
各 

地
区
よ
り
の
代
表
者
及
び
学
校
長
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

 
 

 

一
、 

 

委
員
会
の
計
画
の
連
絡
・
調
整
・
承
認
。 

 
 

 

二
、 
 

総
会
に
提
出
す
る
議
案
及
び
報
告
事
項
の
協
議
。 

 
 

 

三
、 

 

総
会
決
議
事
項
の
実
行
。 

 
 

 

四
、 

 

会
の
望
ま
し
い
運
営
の
協
議
。 

 

   

第
十
二
条 

（
会
費
）
会
費
は
一
世
帯
月
額
四
百
五
十
円
と
す
る
。
要
保
護
・
準
要

保
護
世
帯
は
年
額
千
三
百
五
十
円
と
す
る
。 

第
十
三
条 

（
経
費
）
本
会
の
経
費
は
、
会
費
並
び
に
寄
付
金
そ
の
他
の
収
入
を
も

っ
て
当
て
る
。 

第
十
四
条 

（
会
計
年
度
）
本
会
の
会
計
年
度
は
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
の
三

月
末
日
に
終
わ
る
。 

第
十
五
条 

（
指
名
委
員
会
）
本
会
に
指
名
委
員
会
を
設
け
る
。 

一
、 

指
名
委
員
会
は
、
次
年
度
の
役
員
候
補
者
を
指
名
す
る
。 

二
、 

委
員
会
の
構
成
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

・
指
名
委
員
長
…
前
会
長 

・
指
名
委
員 

 
 

実
行
委
員
会
の
代
表 

九
名 

 
 

教
職
員
の
代
表 

 
 

二
名 

第
十
六
条 

（
役
員
選
出
）
役
員
の
選
出
は
次
に
よ
る
。 

一
、 

役
員
候
補
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

１
、
指
名
委
員
会
よ
り
役
員
候
補
の
指
名
を
受
け
、
こ
れ
を
承
諾
し

た
者
。 

 
 

 
 

 
 

２
、
会
員
よ
り
推
薦
を
受
け
、
三
月
の
第
一
月
曜
か
ら
の
五
日
間
に

立
候
補
し
た
者
。 

 
 

 

二
、 
指
名
さ
れ
た
候
補
者
と
、
立
候
補
者
の
中
か
ら
、
総
会
に
お
け
る
選 

挙
に
よ
り
、
過
半
数
を
超
え
る
得
票
の
あ
っ
た
者
が
役
員
と
し
て
承 

認
さ
れ
る
。 

 
 

 

三
、 

立
候
補
者
が
い
な
い
場
合
、
指
名
委
員
会
は
、
立
候
補
締
切
後
五
日 

以
内
に
、
候
補
者
を
公
示
す
る
。 

 
 

 

四
、 

公
示
後
、
異
議
の
あ
る
会
員
は
一
週
間
以
内
に
申
し
出
る
。 

 
 

 

五
、 

異
議
の
な
い
場
合
は
、
指
名
委
員
会
の
指
名
し
た
候
補
者
が
、
役
員 

と
し
て
承
認
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

六
、 

異
議
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
、
役
員
の
選
出
は
総
会
に
お
い
て
行

わ
れ
、
会
員
の
過
半
数
以
上
の
賛
同
を
も
っ
て
承
認
さ
れ
る
。 

第
一
七
条 

（
総
会
）
総
会
は
全
委
員
を
も
っ
て
構
成
し
、
本
会
の
最
高
議
決
機
関 

で
あ
る
。 

 
 

 
 

 

定
期
総
会
は
、
年
度
初
め
に
開
催
す
る
。 

 
 

 
 

 

臨
時
総
会
は
必
要
に
応
じ
て
開
催
す
る
。 

 
 

 
 

 

総
会
の
定
員
数
は
全
員
の
二
分
の
一
以
上
と
す
る
。（
委
任
状
を
含
む
） 

そ
の
決
議
は
出
席
者
全
員
の
過
半
数
と
す
る
。 

第
一
八
条 

（
改
正
）
本
規
約
は
総
会
に
お
い
て
、
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の
賛

成
に
よ
り
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

（
備
考
） 

 
 

 
 

本
規
約
は
昭
和
二
九
年
十
月
十
二
日
よ
り
実
施
。 

 
 

 
 

昭
和
三
十
年
四
月
二
十
六
日
一
部
修
正
。 

 
 

 
 

昭
和
三
十
六
年
三
月
十
六
日
一
部
修
正
。 

 
 

 
 

昭
和
四
十
年
四
月
二
十
七
日
一
部
修
正
。 

 
 

 
 

昭
和
五
十
五
年
五
月 

二
日
一
部
修
正
。 

 
 

 
 

昭
和
六
十
一
年
三
月 

四
日
一
部
修
正
。 

 
 

 
 

平
成 

 

六
年
五
月
十
二
日
一
部
修
正
。 

 
 

 
 

平
成 

十
二
年
三
月 

三
日
一
部
修
正
。 

 
 

 
 

平
成 

十
五
年
五
月 

九
日
一
部
修
正
。 

 
 

 
 

平
成 

十
六
年
五
月
十
一
日
一
部
修
正
。 

 
 

 
 

平
成 

十
七
年
五
月 

 

日
一
部
修
正
。 

貝
塚
市
立
南
小
学
校
Ｐ
・
Ｔ
・
Ａ
規
約 


